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地方独立行政法人天王寺動物園公告 

令和５年度における地方独立行政法人天王寺動物園のコイほか４点下半期概算買入契約について、次のとおり公募型比較見積を行う

ので公告する。 

 

令和５年８月３０日 

地方独立行政法人天王寺動物園 

理事長 山中 諄 

１ 案件情報 

（1） 案件名称 

コイほか４点下半期概算買入 

（2） 仕様等 

仕様書による 

（3） 納入期間 

令和５年１０月１日から令和６年３月３１日まで 

（4） 納入場所 

別紙仕様書のとおり 

２ 比較見積参加資格 

次に定めるすべての事項を満たす者とする。  

（1） 公告日に令和４・５・６年度大阪市物品供給等・業務委託入札参加有資格者名簿中｢食料品（登録種目60）｣もしくは地方独立

行政法人天王寺動物園比較見積事業者一覧（動物飼料）「動物飼料（種目01）」に登録をされている者であること。 

（2） 見積書の提出日から比較見積を実施するまでのいずれかの日において、地方独立行政法人天王寺動物園入札参加停止措置要綱 

に基づく入札停止措置を受けていない者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者（同要綱別表各号に

掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。）でないこと。 

（3） 見積書の提出日から比較見積を実施するまでのいずれかの日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参 

除外措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者でないこと。 
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（4） 当該契約の履行について、法令等の規定により官公署等の許認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに、当該

契約の履行について法令等の規定の当該許認可等を受けている者であること。  

３ 公募型比較見積参加方法 

（1）物品供給見積書・仕様書等の交付 

ア 交付期間 

令和５年８月３０日（水）から令和５年９月６日（水）まで 

イ 交付方法 

地方独立行政法人天王寺動物園のホームページ（https://www.tennojizoo.jp/bid/）からダウンロードにより交付する。 

（2） 見積書の提出 

ア 提出期間 

令和５年８月３０日（水）から令和５年９月２０日（水）まで（土曜、日曜及び祝日を除く。）の午前１０時から午後５時

までとする。（ただし、持参の場合は午後０時から午後１時までを除く） 

   イ 提出書類 

      物品供給見積書 

ウ 提出場所 

大阪市天王寺区茶臼山町1-108 

地方独立行政法人天王寺動物園 総務課（電話：06-6771-2150） 

エ 提出方法 

提出書類は持参及び郵送とし、電送による申請は認めない。 

なお、郵送の場合は期限内に必着すること。 

   オ その他 

      見積書は、入札金額等、必要な事項がすべて入力されたものを有効なものとして取り扱う。 

また、見積書にかかる費用は、見積参加者の負担とする。 

  (3) 仕様書に関する質問 

   ア 質問期間 

http://www.iph.osaka.jp/li/010/030/010/h31.html
https://www.tennojizoo.jp/bid/
http://www.iph.osaka.jp/li/010/030/010/h31.html
http://www.iph.osaka.jp/li/010/030/010/h31.html
http://www.iph.osaka.jp/）からダウンロードにより交付
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    令和５年８月３０日（水）から令和５年９月６日（水）まで（土曜、日曜及び祝日を除く。）の午前１０時から午後５時まで

とする。 

  イ 提出書類 

 質問書（法人様式） 

   ウ 提出先 

      電子メールアドレス（天王寺動物園契約業務用）：keiyaku@tennojizoo.or.jp 

    エ 提出方法 

    ウの提出先に電子メールで提出すること。なお、必ず着信の有無を確認すること。 

   オ 質問回答方法 

   令和５年９月１３日（水）午後までに当該質問者に対し電子メールにて回答。 

４ その他 

(1) 見積の無効 

地方独立行政法人天王寺動物園公募型比較見積実施要綱第６条に該当する見積は無効とする。 

（2） 見積書の再提出および辞退 

一度提出された見積書は、訂正、再提出、撤回、辞退は認めない。 

（3） 契約相手方の決定方法 

地方独立行政法人天王寺動物園公募型比較見積実施要綱第７条の規定に従い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

見積った者を契約の相手方とする。 

（4） 契約保証金 

落札者は、契約を締結するまでに、地方独立行政法人天王寺動物園契約規則第22条の規定により契約保証金を納めなければな

らない。ただし、同規則第23条の規定に該当するときは、その納付を免除する。 

（5） 契約書の作成 

あり 

（6） その他 

地方独立行政法人天王寺動物園公募型比較見積実施要綱による。 

mailto:keiyaku@tennojizoo.or.jp

